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TOSU NESTIVAL2026開催のお知らせ
および、マーケット出店のご案内

【期 間】2026年10月03日（土）・4日（日）※２日間開催

【時 間】１１:００～２１:００まで

【会 場】駅前不動産スタジアム第１駐車場（佐賀県鳥栖市京町８１２）

及びその周辺（※昨年から会場が変更となっています）

【内 容】・巨大インスタレーションNESTOPIA（ネストピア）の設置

・DJ、アーティスト等によるステージイベント

・ダンスチーム、地元中学等によるパフォーマンス

・サガン鳥栖、SAGA久光スプリングス スポーツコラボコーナー

・ネストマーケット（フード・雑貨等の販売）他

【主 催】鳥栖駅東側エリア活用創出チャレンジ事業実行委員会

（佐賀県・鳥栖市・株式会社サガン・ドリームス・

SAGA久光スプリングス株式会社・鳥栖市商店街連合会）

「TOSU NESTIVAL（トス・ネスティバル） 2026 」

昨年初開催した「TOSU NESTIVAL2025」は、巨大な鳥の巣のインスタレーションを中心に、

人・まち・企業・カルチャーが交わる新しい都市型フェスティバルとして、大盛況のうちに終了

いたしました。週末土日４日間で約66,000人が来場したこのイベントは、新たなチャレンジで

もあり、鳥栖という地域のポテンシャルを体現したイベントとなりました。

今年も「TOSU NESTIVAL2026」の開催が決定したことをお知らせします。

前回以上に、様々な企業や事業者の皆様とも共創していくイベントとしていきたいと考えており、

ぜひ一緒に、イベントを盛り上げて頂ければ幸いです。
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昨年実績について
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今年度の会場について
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ネストマーケット出店募集要項

■募集日程 10月3日（土）4日（日）

■出店会場 駅前不動産スタジアム第１駐車場及びその周辺
（佐賀県鳥栖市京町８１２）

■出店時間 11:00~21:00

■出 店 料

■ブース配置 主催者一任とさせていただきます

■出店条件

事業所の所在地 出店形態 出店料／１日あたり

鳥栖市内
出店者様持ち込みテント 無 料

キッチンカー 無 料

鳥栖市外
出店者様持ち込みテント 5,000円（税込）

キッチンカー 10,000円（税込）

※出店当日、現金にて徴収させて頂きます

・場所のみの提供となりますので、テント、テーブル、椅子、照明等必要備品は
  全てお持ち込みください

・飲食、雑貨等販売ともに、テント出店1コマ当たりのスペースは３ｍ×３ｍ以内です

・会場に電源はございません。電源が必要な場合は発電機等をお持ち込みください

・アルコールの販売は可能です。

・カップで提供する生ビールについては販売価格を統一させていただく予定です。
販売価格は決定後にお知らせさせて頂きます。

・販売頂く生ビールの銘柄も統一をさせていただく場合がありますので、ご協力を
お願いいたします。（店舗様での契約上対応が難しい場合は応相談）

・出店可否につきましては、出店内容を考慮の上、事務局にて選定をさせて頂きます。

・飲食出店につきましては、必ず佐賀県内一円での仮設営業許可申請の取得、
保健所から許可を出たメニューのみの提供、PL保険等への加入が必要です。
各種許可等をお持ちでない場合は、必ずご自身での申請をお願いいたします。

・出店時間は、途中の売り切れ等がない限り、原則11時～21時までといたします

鳥栖市で開催されるカルチャーフェスティバル「TOSU NESTIVAL2026」内の「ネストマーケッ

ト」にて、飲食や雑貨等の販売を頂けるマーケット出店店舗様を募集いたします。

下記の募集要項をご覧いただき、応募フォームに必要事項をご記入の上、お申込みください。
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ネストマーケット出店募集要項

■募集締切

【事後アンケートへのご協力のお願い】

イベント終了後、売上額報告及び各種アンケートへの回答をお願いいたします

①各日売上額の報告

②お客様の声及び出店後の感想や要望について

※イベント終了後、事務局より回答フォームをお送りさせていただきます

2026年7月10日（金）
※7月17日（金）までに事務局より出店決定のご案内を差し上げます

※出店ブース数には限りがございます。ご希望が多数の場合、全ての店舗様が

ご出店出来ない場合がございますのでご了承ください。

【イベントコラボ出品について】■出店条件

■お申込み 別紙の申し込み用紙にご記入の上、メール送付または
右記のお申し込みフォーム（グーグルフォーム）より
お申込みください。

【ご提出・お問い合わせ先】
  TOSU NESTIVAL運営事務局 マーケット担当

藤寅合同会社 藤原一宏

  TEL 090-2501-6329
   gunso@po2.bunbun.ne.jp

（昨年のイベントコラボ出品の一例）

TOSU NESTIVALを盛り上げる、メジロや鳥をテーマにしたフードや雑貨の販売
について、ぜひご検討ください。コラボ出品をご検討いただける店舗様は、広報でも
積極的にご紹介をさせていただきます。昨年コラボメニューを出品されたブースでは、
売り切れ店舗も多くございましたので、ぜひご検討ください。

※今年は飲食メニューを対象にコンテストも開催いたします（詳細は後述）

mailto:gunso@po2.bunbun.ne.jp


6

テントを設けて飲食店営業をされる方へ 1/3
（仮設飲食店営業・臨時飲食店営業）

２ 提供できる食品の条件
許可の種類は、飲食店営業のみです。取扱品目については、許可申請の際に保健福祉事務所に

ご相談ください。

テントなど簡易な施設を設けて飲食店営業をする方は、仮設又は臨時飲食店営業の許可
を取得する必要があります。仮設と臨時では、提供できる食品の条件や施設基準に違い
はありません。

【仮設飲食店営業許可／臨時飲食店営業許可について】
イベントなどで一時的に出店する移動営業のために、条件を付すことで特別に施設基準が
緩和されている許可です。同一の場所で継続して営業する場合は、仮設飲食店営業ではな
く固定施設の許可が必要です。

【仮設飲食店営業】 【臨時飲食店営業】

許可の期間：5年間
手数料：8,000円
許可を取得すれば、5年間は許可の申請が
不要です。

許可の期間：１イベントの間
（1週間を超えない程度）
手数料：3,500円
イベントごとに許可の申請が必要です。

許可の条件（例） 主な取扱品目

供食前十分加熱処理された物に限る

既製食品に限る

ソフトクリームに限る

・めん類（うどん、ラーメン）・ご飯類
（おこわ、焼飯、カレー、白ご飯）・煮
物類（おでん、みそ汁）・焼物類（お好
み焼、焼きそば、たこ焼、イカ焼、ホッ
トドッ ク、ハンバーグ、餃子）・揚物
類（フレンチドック、フライド ポテ
ト）・菓子類（回転焼、鯛焼、メロンパ
ン）・蒸物類（しゅうまい、肉まん）・
レトルト類・ディッシャーによるアイス
クリーム類、削氷、ソフトクリーム

※おにぎりなど特に衛生上危惧される品目は認められません。

１ 仮設・臨時飲食店営業

※仮設飲食店営業の場合、実際に出店設備の現物チェックなどが必要となりますので、

今回のイベント限定での出店をご検討される場合、臨時飲食店営業がおすすめです
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テントを設けて飲食店営業をされる方へ 2/3
（仮設飲食店営業・臨時飲食店営業）

食品の取扱いについて

施設について

３ 必要な衛生管理

○内壁及び天井

○給水タンク（１８L以上の使用に応じた十分な容量）○受け槽 ○手洗い消毒液

○ペーパータオル○冷蔵設備（冷蔵庫またはクーラーボックス）○調理器具及び機械（焼き台、

フライヤー、ガス等）○容器等の保管場所ゴミ箱（蓋付き容器）

○原材料は、新鮮なものを使用すること。○原材

料の下処理の場所については、法第５５条第１

項の営業の許可を受けている施設又は法第５４

条の規定による営業施設の基準に準じた施設に

よること。○営業を再開する場合、原則として許

可申請時の構造設備に復元すること。

○食品は、営業施設（テント）において十分加

熱を行い又、調理後はすみやかに提供（販売）

すること。○営業終了後残った原材料は、原則と

して使用しないこと。

※その他、取り扱う食品によって保健福祉事務所

から指導させていただきます。
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テントを設けて飲食店営業をされる方へ 3/3
（仮設飲食店営業・臨時飲食店営業）

４ 出店までの流れ

仮設飲食店営業

①事前相談：保健福祉事務所に図面とメニュー案を決めて事前相談してください

②申請 ：オンライン又は書類で申請できます。証紙を購入ください。

佐賀県収入証紙は各保健福祉事務所で購入が可能です。

③立入調査：保健福祉事務所に設備を持参してください。

（設備を準備できない場合は、イベント会場で立入調査をします。）

④営業開始：立入調査の結果、営業施設に問題がなければ許可が下ります。

その後、営業を開始できます。

臨時飲食店営業

①事前相談：保健福祉事務所に図面とメニュー案を決めて事前相談してください。

営業場所を管轄する保健福祉事務所にご相談ください。

②申請 ：申請は書類でのみ受付できます。証紙を購入ください。

③営業開始：必要に応じて立入検査を実施し、審査結果に問題がなければ許可が下ります。

その後、営業を開始できます。

５ 許可申請時に必要なもの

【提出が必要なもの】

• 営業許可申請書 • 申請書の添付書類 • 申請手数料

※申請時に施設の立入検査を受ける方は、施設・設備も必要です

【営業開始までに提示するもの】

・食品衛生責任者の資格を証明するもの

（または食品衛生責任者養成講習会の申し込みを確認できるもの）

書類審査等に時間を要しますので、少なくとも営業開始2週間前までに管轄の
保健所へご相談ください。

６ 問い合わせ先（ご相談・許可申請先）

鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課（鳥栖市元町1234-1）

電話番号 0942-83-2162 ／ FAX番号 0942-84-1849

メールアドレス tosuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp

ご提出・対面でのご相談の際には

必ず予約をお願いいたします
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「NEST-1（ネストワン）グランプリ」開催のご案内

TOSU NESTIVALの盛り上げと
食メニューやイベント自体のPRを目的としたグルメコンテスト

「NEST-1」グランプリを開催いたします。

TOSU NESTIVALのシンボルとなる巨大なメジロのインスタレーション「NESTOPIA（ネスト
ピア）」にちなみ、鳥の巣をモチーフとしたイベント限定フードの人気コンテスト、NEST-1（ネス
トワン）グランプリの開催を予定しています。グランプリの詳細やエントリー方法は、出店者が決
定次第、お知らせさせていただきます。飲食出店の皆様は、ぜひ奮ってご参加ください。

【NEST-1グランプリ概要】

対象事業者

メニュー条件

投票方法

提供価格帯

表彰について

そ の 他

TOSU NESTIVAL「ネストマーケット」にご出展頂く全ての飲食店舗様

「鳥の巣」やTOSU NESTIVAL をモチーフにした限定フードやドリンク

当日出展される店舗様にエントリーメニューを販売いただき、
イベント当日の来場者投票によってグランプリを決定いたします

※現在検討中

グランプリには賞金をご準備いたします

マーケット出店に際し、NEST-1グランプリへの参加は、必須ではございません

その他詳細及びエントリー方法等については
出店者様決定後にご案内させていただきます

【お 知 ら せ】
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ネストマーケット出店Q＆A

Q.質 問 A.回 答

出店ブースにテントや机の用意はありますか？
用意はございません。スペースのみのご用意となりますので、

出店者様にてお持ち込みをお願いいたします

出店ブースに電源はありますか？
ブースに電源はございません。必要な場合は発電機のお持

ち込みをお願い致します

出店ブース内で使用する夜間用の

照明はありますか？

夜間用の照明もご準備をお願い致します。

発電機がない場合、電池式やバッテリー式のライトをお持ち

込みください。

売上額に対する手数料はありますか？
売上に対する手数料はございません。

該当店舗様からの出店料のみお支払いを頂く形になります。

メジロや鳥をテーマにしたフードメニューは

どのようなものを用意すればよいでしょうか。

飲食であれば食材として鳥肉や卵を使用する、または見た

目として鳥や鳥の巣等をモチーフにしていただく形を想定し

ています。できれば見た目にもわかりやすい盛り付けや演出

等を検討頂ければ幸いです。詳しくはNEST-1グランプリの

詳細と合わせて、出店者確定後にご案内をさせていただき

ます

メジロや鳥をテーマにしたフードや雑貨の出品は

必ず必要でしょうか

取り扱い商品によって難しい場合もあるかと存じますが、昨

年出品頂いたテーマ商品は売り切れの店舗様も多くござい

ましたので、可能な限り出品のご検討を頂けますと幸いです。

広報用の素材としても、優先的に活用させて頂く予定です。
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別 紙 スキャンまたはスマートフォン等で撮影の上、メールでお送りください

申込日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

出店事業者・団体名

出店事業者・団体住所

現場責任者氏名

担当者 E-mail

応募資格

出店希望日

【飲食店舗】
メインメニュー
紹介コメント
100文字程度

【雑貨小売店舗】
店舗等紹介コメント

100文字程度

【雑貨小売店舗】
販売商品概要についてご記入

ください

出店形態

広報用画像について

【消防申請・食品提供にかかる保健所への申請について】

火気使用の有無

火器器具種別
(例 コンロ ,IH 機器

フライヤー , 発電機 等)

危険物持込み(ガソリン、灯
油、軽油、LPガス（プロパンガ

ス）、カセットボンベ等)

その他備考

飲
食
店
様
記
入
欄

雑
貨
小
売
店
様
記
入
欄

ブース内調理なし　※左のチェックボックスにチェックをお願いします

食品提供の有無
及び許可番号について

（いずれかに☑チェック）

③ ④

（　　　　　　　　　円） （　　　　　　　　　円） （　　　　　　　　　円） （　　　　　　　　　円）

消火器の設置の上、火気を使用する ・　　火気を使用しない

※使用される火気の器具等を記入ください。使用しない場合は記入不要
火器器具燃料

(例 LPG、電気、ガソリン)

 (例 LPG、電気、ガソリン)

メニューまたは販売商品のイメージ写真１点を後日ご提出いただきますので、ご協力をお願いいたします
 （HP等で使用するので１メガ相当の画像）

この度はイベントへのご出店を検討頂き誠に有難うございます。下記項目にご記入の上、期日までにご提出をお願い致します

【ご提出先】 mail／gunso@po2.bunbun.ne.jp

※ご提出期限／令和８年7月１０日（金）

ブース内調理あり　→【営業許可番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】／ または今後取得する
※左のチェックボックスへのチェックと、営業許可番号の記入をお願いします。お持ちでない場合は、イベント当日までに必ず取得をお願いいたします

ご不明な点は、福岡市保健所中央衛生課食品係（TEL092-761-7356 ）へご相談ください

※アルコールの販売は可能です。ただし、カップで提供するビールについては販売価格：４２０ml で税込６００円に統一といたします

有り　・　無し

※有りの場合、品名、数量、保管方法を記入／　例：発電機用ガソリン(10L)携行缶にて、車両外の荷台で保存

②

① ② ③ ④

（　　　　　　　　　円） （　　　　　　　　　円）

現場責任者
携帯番号

【飲食店舗】
主なグルメ

メニュー名及び価格
（予　定）

①

応募主体である個人・グループの構成員が、反社会的勢力に該当しないこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該当しない場合はチェックしてください→　　　☐該当しない

TOSU NESTIVAL2026 出店希望者ヒアリングシート

□１０月３日（土）□１０月４日（日）
□両日出店
※チェックを入れてください

カテゴリ 飲食販売　・　雑貨小売販売

テント　／　キッチンカー
キッチンカーの車両サイズ(cm)

*長さ=後ろドア開けた長さ
　車　　幅 　（　　　　　　　　　cm）
　長　　さ 　（　　　　　　　　　cm）

SNSリンク

出店店舗名
※告知で表示する店名

【飲食店舗】
主なドリンク

メニュー名及び価格

チェック

チェック
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